
 

明石市第５次地域福祉計画の策定について 

 

 明石市第５次地域福祉計画について、パブリックコメントを実施し、計画をとりまとめ

ましたので報告いたします。 

 

１ 明石市第５次地域福祉計画（最終案）【資料①②参照】 

⑴ 概要 

 ① 計画期間 2026年度～2030年度（５年間） 

② 計画の位置づけ  

地域福祉計画は社会福祉法第 107 条に基づき、地域福祉の推進における市町村計

画として策定するものです。 

  ③ 施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文 教 厚 生 常 任 委 員 会 資 料 

2026 年(令和８年)３月９日 

福祉局福祉政策室福祉総務課 

施策１ 重層的支援体制の推進 

 【重層的支援体制整備事業実施計画】 

施策 2 地域総合支援センターにおける相談・支援 

体制の充実 

施策 3 困難を抱える人への寄り添い支援と孤 

立・孤独対策の推進 
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施策１ 担い手の発掘と育成 

施策 3 活動の活性化に向けた支援の充実 

施策 4 地域住民のつながりの強化 

基本目標３ 

地域共生社会を支える

包括的な体制の強化 

施策 2 みんなの居場所づくりの充実 

施策 2 障害者や高齢者の活躍と社会参画の推進 

施策４ 権利擁護の取組の推進 

【成年後見制度利用促進基本計画】 

基本目標１  

笑顔があふれ安心でき

る地域づくりの推進 

施策１ 情報の提供・発信と意識を高める場・機会

の充実 

施策 3 みんなで支え合える子育て支援の推進 

施策 4 認知症の人や家族への支援の充実 

 
施策 5 生活困窮者への支援 

 
施策 6 更生支援及び再犯防止の取組の推進 

【地方再犯防止推進計画】 

施策 5 防犯・防災活動の推進 



 

２ パブリックコメントについて 

 ⑴ 実施期間 

   2025年（令和７年）12月 19日（金）から 2026年（令和８年）１月 19日（月） 

 ⑵ 結果 

  ①件数：５人８件 

  ②主な内容 

   ・外国籍の方に対する支援について改善策を提案する。 

   ・地域活動（自治会）のデジタル化により、参加を促進して欲しい。 

   ・ためらわずに支援を求める（求援）ことができる地域づくりについて、計画に追

記してほしい。 

   ・フレイルサポーター制度について改善策を提案する。 

 

３ 計画素案からの主な変更箇所 

  ・圏域の考え方（図）の変更（P25） 

・重層的支援体制整備事業（図）の変更（P42） 

 

４ 周知について 

  本年３月末に計画を策定し、公表する予定です。 

・市ホームページへの掲載 

  ・広報あかしへの掲載 


